
農林水産委員会会議記録 

 
                          農林水産委員長  阿部 長夫   
 
１ 日 時 

   令和５年６月１日（木） 午後２時００分から 
               午後４時０８分まで 
 
２ 場 所 

   第３委員会室 
 
３ 出席した委員の氏名 

   阿部長夫、後藤慎太郎、岡野涼子、元吉俊博、成迫健児、二ノ宮健治、末宗秀雄 
 
４ 欠席した委員の氏名 

   な し 
 
５ 出席した委員外議員の氏名 

      宮成公一郎、戸高賢史 
 
６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

農林水産部長 佐藤章 ほか関係者 
 
７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 
 
８ 会議の概要及び結果 

（１）令和５年度の行政組織及び重点事業等について、執行部から説明を受けた。 

（２）令和３年度農林水産業による創出額について（大分県農業総合戦略会議について）、第

４３回全国豊かな海づくり大会の開催について及びるるパークの取組についてなど、執行

部から説明を受けた。 

（３）県内所管事務調査について行程を決定した。 

（４）県外所管事務調査について協議を行った。 

 
９ その他必要な事項 

   な し 
 
１０ 担当書記 

   議事課議事調整班   主査  利根妙子 
   政策調査課政策法務班 副主幹 志村直哉 



農林水産委員会次第 

 

                   日時：令和５年６月１日（木）１４：００～  
場所：第３委員会室         

         

 

１ 開  会 

 

 

２ 農林水産部関係                    １４：００～１５：３０  

（１）令和５年度の行政組織及び重点事業等について 

（２）諸般の報告 

  ①令和３年度農林水産業による創出額について（大分県農業総合戦略会議について） 

②令和４年度の新規就業者の状況及び企業参入実績について 

③第４３回全国豊かな海づくり大会の開催について 

④るるパークの取組について 

（３）その他 

 

 

３ 協議事項                       １５：３０～１５：４０ 

（１）県内所管事務調査について 

（２）県外所管事務調査について 

（３）その他 

 

 

４ 閉  会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

阿部委員長 ただいまから、農林水産委員会を

開きます。説明に入る前に、本日は初めての委

員会でもあるので、まず私から御挨拶を申し上

げます。 
  〔阿部委員長挨拶〕 

阿部委員長 では、委員の皆さんの自己紹介を

お願いします。 
  〔委員自己紹介〕 

阿部委員長 また、本日は委員外議員として宮

成議員、戸高議員に出席いただいています。 

 続いて、事務局職員を紹介します。 

 議事課の利根君です。（起立挨拶） 

 政策調査課の志村君です。（起立挨拶） 

 続いて、執行部の自己紹介をお願いします。 
  〔佐藤農林水産部長挨拶〕 
  〔執行部自己紹介〕 

阿部委員長 ここで審査に入る前に、委員の皆

様に委員外議員の発言についてお諮りします。

委員外議員からの発言の申出については、会議

規則により委員会がそれを許すか否かを決める

と定められています。 
 議事の円滑な運営のため本日の委員会以降、

委員の皆様から特に御異議が出た場合を除き、

その発言を許すか否かについては、委員長に御

一任いただきたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 
  〔「異議なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 御異議がないので、委員外議員の

発言を許すか否かについては、委員長に御一任

いただきます。 

 次に、委員外議員の皆様に申し上げます。 

委員外議員の方が発言を希望する場合は、委

員の質疑終了後に挙手し、私から指名を受けた

後、長時間にわたらないよう要点を簡潔に御発

言願います。 

 それでは、農林水産部関係の令和５年度の行

政組織及び重点事業等について執行部の説明を

求めます。 

佐藤農林水産部長 まず私から、農林水産部の

行政組織と部全体の予算の概要について御説明

します。 

 農林水産委員会資料の２ページを御覧くださ

い。農林水産部行政組織機構図です。 
 令和５年度の農林水産部の組織については、

左側の中ほど、太枠の課室数にあるように本庁

が１５課７室、地方機関が７所属です。職員数

は、その下にあるように振興局を含めて総勢１，

１２６名となっています。 
 資料の３ページを御覧ください。今年度の主

な改正点を４点御説明します。 
１点目は表の一番上、全国育樹祭推進室です。

令和４年１１月に開催した第４５回全国育樹祭

の業務が終了したことから廃止しました。 
２点目は表の中ほど、漁業管理課です。令和

６年秋に予定されている第４３回全国豊かな海

づくり大会の開催準備の本格化に伴い、課内に

設置していた全国豊かな海づくり大会準備班を

廃止し、全国豊かな海づくり大会推進室を新設

しました。 
３点目も同じく漁業管理課です。本年度、漁

業取締船はやてが耐用年限を迎え廃船とするこ

とから、今後は残る取締船２隻での取締りとな

ります。これまでの体制を維持するためにも、

３チームでの運航が必要となることから、船を

単位とした組織名をチーム体制としての漁業取

締第一班から第三班に改称しました。 
４点目は表の一番下、漁港漁村整備課です。

企画調査班について、防災担当班としての位置

付けを明確化し、平時から防災・減災対応を推

進するため企画・防災班と改称し、建設班につ

いても漁港施設の保全担当班としての位置付け

を明確化し、漁港施設の長寿命化対策を推進す

るため建設・保全班に改称しました。組織につ

いては以上です。 
引き続き、資料の４ページを御覧ください。

令和５年度の農林水産部一般会計当初予算の概

要について御説明します。 
 令和５年度当初予算は人件費、扶助費、公債
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費などの義務的経費や継続事業をベースに、防

災・減災対策など社会情勢の変化にあわせて年

度当初から取り組まなければならない政策課題

を加味した骨格予算として編成しています。 
このため、表の赤い太枠に示すとおり当初予

算案の総額は５２６億２，４８７万１千円で、

前年度当初予算と比較すると１６．１％の減と

なっています。 
こうした中ですが、農業総合戦略会議に基づ

く、ねぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、ベリー

ツの短期集中県域支援品目の振興や令和４年度

に実施設計した養殖ブリ加工施設の整備などに

ついては当初予算に計上し、取組を進めており、

現在編成中の肉付け予算においても新たな課題

に対応するため、積極的な予算要求を行ってい

ます。本日は当初予算に計上している重点事業

について、後ほど各課室長から御説明させてい

ただきます。 
宇都宮審議監 初委員会なので、本県の農林水

産業の現況について御説明します。 

資料の５ページをお願いします。 

まず、大分県の農業の現況について御説明し

ます。 

 本県は標高０メートルから１千メートル近く

まで耕地が分布し、耕地面積の約７０％が中山

間地域に位置する起伏の多い地勢にあります。

こうした地理的条件をいかし、多様な農業が営

まれています。 
 まず、①農業経営体のすがたです。ア農業経

営体数にあるとおり、令和２年は１万９，１３

３経営体となり、前回の平成２７年調査と比べ、

数にして６，２８３の減少となっています。ピ

ンク色で示している法人経営体は、全体に占め

る割合が３．８％と増えています。こうした総

数の減少を補う形で個別経営体の規模の拡大は

進んでいます。 
イは農業経営体の販売金額を規模別に分類し

たものです。販売金額が３千万円未満の経営体

が減少する一方で、３千万円以上の経営体が平

成２７年に比べ４２経営体増加し１１．２％の

増となっています。 
 次の６ページをお願いします。 

 ウは経営体の経営耕地面積を規模別に分類し

たものです。中央のグラフに増減率を示してい

ますが、特に黄色と緑色で示している０．５ヘ

クタールから２ヘクタール未満の経営体が大き

く減少する一方で、一番右の紫色の１０ヘクタ

ール以上の経営体は増加しています。 
 一番下のエは新規就農者数と企業参入件数の

推移です。青い線で示している新規就農者数は

増加傾向にあり、令和４年度は２８１人となっ

ています。就農学校の充実など、これまでの施

策が実を結びつつあるものと考えています。赤

い線で示している企業参入についても、８年連

続で目標とする年２０件を上回っています。 
 次の７ページをお願いします。 

②農地の状況です。本県の喫緊の課題である

ア水田畑地化面積の推移を示していますが、令

和４年は前年に比べ１１７．０ヘクタール増加

し、平成２９年からの累積面積は５８７．７ヘ

クタールとなっており、令和４年の累積面積の

目標である５４０ヘクタールを上回っています。 
 その下のイは九州各県の作付延べ面積に占め

る水稲の作付割合を示しています。一番左のピ

ンクが本県の状況ですが、水稲の作付割合は３

９．９％と九州で最も高くなっています。米の

消費量が年々減少し、価格も低迷する中、稲作

偏重の構造から脱却するため、高収益園芸品目

への転換をはじめとする水田農業の構造改革を

進めています。 
 次の８ページをお願いします。 

 ③農業産出額の推移についてですが、令和３

年は一番右の１，２２８億円となり、前年に比

べ２０億円、率にして１．７％増加し、農業産

出額は２年連続の増加となりました。 

これは、緑色で示している野菜ではコロナ禍

による巣ごもり需要の落ち着きにより価格高騰

が収まり産出額が低下したものの、増頭が進む

オレンジ色で示している畜産業において、外食

需要の回復に伴う肉用牛価格が上昇したことに

よるものです。 
 後ほど諸般の報告でも説明しますが、農業総

合戦略会議での行動宣言に基づき、構造改革の

取組を実行に移しており、短期集中県域支援品
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目の白ねぎやピーマンなどの産地拡大などの成

果が出ています。 
本年度も引き続き、園芸品目の生産拡大や畜

産の振興を進め、農業の成長産業化に取り組み

ます。 

吉松審議監兼森林保全課長 資料の９ページを

御覧ください。 

続いて、大分県の林業の現況について御説明

します。 
 本県の森林面積は約４５万３千ヘクタールで、

県土の７１％を占めており、木材やしいたけの

生産など林業・木材産業の発展と山村の振興に

寄与しています。また、水源の涵養や県土の保

全、さらにはＣＯ２の吸収源としての役割など

の公益的機能の発揮により、安全で快適な県民

生活の確保に大きな役割を果たしています。 
 まず、①森林資源の現況です。ア森林面積の

円グラフに示しているように、民有林面積は約

４０万２千ヘクタールと、森林面積の８８．７

％を占めています。 
 下段左のウに民有林の林種別面積を示してい

ますが、人工林が約２０万８千ヘクタール、５

１．９％と過半を占めており、その多くが伐採

時期を迎えています。 
 次に、資料１０ページを御覧ください。 
②担い手の状況です。ア認定林業事業体と中

核林業経営体ですが、木材生産の主要な担い手

であり、新規就業者の主な就業先でもある認定

林業事業体は年々増加しており、令和３年度現

在で８８事業体となっています。また、令和２

年３月に見直しを行った農林水産業振興計画に

おいて、素材生産力が高く再造林の実行体制を

有する事業体を中核林業経営体と定めたところ

であり、令和３年度は２１事業体となっていま

す。 
 次に、１１ページを御覧ください。 
③林業関係の生産量及び価格です。アのａ木

材生産量については、令和３年の実績が１５８

万６千立方メートルと、令和２年から約１９万

立方メートル増加しています。これは、令和２

年がコロナや災害の影響により原木価格が下落

し木材生産量が減少しましたが、その後、国産

材需要の急激な高まり、いわゆるウッドショッ

クにより原木価格が上昇し、積極的な木材生産

活動が行われたことによるものです。 
 その下のｂ丸太価格ですが、さきほど説明し

たとおりウッドショックにより令和３年の原木

価格が高騰し、令和４年は若干落ち着きを見せ

たものの、コロナ禍前の水準を維持しています。 
 その下のイのａ乾しいたけの生産量と価格で

すが、生産者の高齢化などによる伏せ込み量の

減少等により令和３年の生産量は８４０トンと

なり３年連続で１千トンを下回りました。他方

で、コロナ禍による巣ごもり需要の増加により、

平均価格は上昇に転じ、１キログラム当たり４，

０４６円と前年に比べて値上がりしています。

乾しいたけの消費拡大に向けては、令和２年に

立ち上げた新ブランドうまみだけを軸とした販

売対策を行っており、今後は生産者の数を増や

しながらブランド力の強化を図ります。 
 次に、１２ページを御覧ください。 
 ④林業産出額ですが、さきほど御説明したと

おりウッドショックにより木材価格が高騰し、

木材の生産量、価格とも高水準で推移したこと

から、令和３年の産出額は２４５億円と前年と

比較して７０億円増加しています。 
 令和４年は価格は落ち着きを見せたものの、

コロナ禍前の水準で推移しており、木材生産量

も過去最高を記録する勢いであることから、林

業産出額は令和３年と同程度の見込みです。 

 最後に⑤鳥獣による農林産物の被害状況につ

いてです。イノシシの捕獲が進んだことなどに

より令和３年度の被害額は１億６，２００万円

となりました。しかしながら依然被害が発生し

ていることから、引き続き狩猟者の確保やジビ

エの活用など幅広く対策を講じます。 

高野審議監 資料の１３ページを御覧ください。 
続いて、大分県の水産業の現況について御説

明します。 
 本県は広大な干潟域やリアス式海岸など変化

に富んだ海岸地形を有しており、沿岸域は好漁

場に恵まれ、海域毎に特徴ある漁業や養殖業が

営まれています。 
 まず、①漁業経営体数と就業者数についてで
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す。ア漁業経営体数は減少が続いており、平成

３０年は１，９１４経営体となっています。 
 イ漁業就業者数についても同様の傾向で、平

成３０年には３，４５５人となり、就業者全体

に占める６５歳以上の割合は４７．４％と高齢

化が進んでいます。将来を担う新たな就業者の

確保のため、漁業学校の運営支援や就業給付金

制度の活用推進などに取り組んでおり、ウに示

すように、新規就業者数は近年堅調に推移して

おり、令和４年は前年に比べ減少したものの７

５人を確保しています。 
 次に、１４ページを御覧ください。 
②漁業生産の概況のア漁業生産量についてで

す。令和３年の海面と内水面を合わせた漁業生

産量は、主に海面漁業のイワシ類やサバ類が不

漁であったことから減少し５万２，６６６トン

となっています。 
 主な魚種は、資料下段の円グラフに示してい

るように、海面漁業ではイワシ類、サバ類、ア

ジ類で全体の６７％を占めており、海面養殖業

ではブリ類が全体の８７％を占めています。 
 次に、１５ページを御覧ください。 
イ漁業産出額についてです。令和３年の海面

と内水面を合わせた漁業産出額は、コロナ禍か

らの外食需要の回復による魚価の上昇等により、

前年より３０億円増加し３６２億円となってい

ます。 
 最後に、ウ水産物価格ですが、令和３年の平

均単価は外食需要の回復等による魚価の回復に

より全体的に上昇しており、上段の海面漁業で

は１キログラム当たり３０７円と前年に比べて

４４円上昇しました。中段の海面養殖業では、

需要回復に加えて産出額の７割を占めるブリ類

において、令和３年のモジャコ不漁による単価

向上もあり１，１４４円と１６０円上昇し、こ

の結果下段の海面漁業・養殖業の合計でも６８

０円と１２９円上昇しています。 
漁船漁業振興の絶好の機会となる全国豊かな

海づくり大会が来年度に控えているので、水産

資源の保護管理に加えて、今年度は機運醸成の

ためのプレイベントの実施や広報活動等、しっ

かり実施します。 

木許農林水産企画課長 ここからは順次、各課

室から組織及び重点事業を説明します。 
 資料の１６ページをお願いします。まず、農

林水産企画課関係分について御説明します。 
 中段の１組織についてです。当課は総務班、

企画管理班、経理・厚生班及び世界農業遺産推

進班の四つの班からなり、総数２４名で農林水

産部全体に係る組織、企画等の事務を所管して

います。 

 次に、資料１８ページの下段、重点事業につ

いて御説明します。世界農業遺産ファンド推進

事業１５億１００万円です。 
この事業は、おおいた世界農業遺産次世代継

承ファンドの運用益を活用し、次世代への継承

や地域の元気づくりに資する取組を実施するも

のです。 
令和５年５月で国東半島宇佐地域が世界農業

遺産に認定されて１０年を迎えることから、記

念シンポジウムを国東市のアストくにさきで開

催する計画です。また、県内高校生による聞き

書きの取組や教育旅行誘致による次世代への継

承と認定地域内外の交流人口拡大に取り組むほ

か、ＳＮＳとインフルエンサーを活用した情報

発信による県内若年層の認知度向上に取り組み

ます。 

後藤農業成長産業化推進室長 資料の１９ペー

ジをお願いします。農業成長産業化推進室関係

分について御説明します。 
 当室では、農業団体と一体となった農業の成

長産業化を目指し、県の施策との連携を密に図

るため農業団体と県庁全体との調整役を担って

おり、農協の営農指導機能の強化と農業団体と

の連携の強化について所管しています。職員は

３名です。 
 次に、重点事業について御説明します。営農

指導体制強化事業３５６万１千円です。 
生産者の所得増加と産出額の向上には、農協

の営農指導体制の強化と営農指導員の能力向上、

業務の効率化が不可欠であり、農協が行う技術

力の高い生産者を活用した栽培講習や部会間の

連携推進、新規就農者などを対象とした経営指

導の取組等を支援するものです。 
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野上工事技術管理室長 資料の２０ページをお

願いします。工事技術管理室関係分について御

説明します。 
 当室では農業土木、森林土木及び水産土木の

技術管理業務を一元的に所管しており、職員は

７名です。 
 次に、重点事業である働き方改革の推進につ

いてです。 
公共工事の労働環境を整備するため、休日の

確保や労働生産性の向上と業務の効率化を目的

とした週休２日工事や情報共有システムの活用

に、引き続き取り組みます。 

三股団体指導・金融課長 資料の２１ページを

お願いします。団体指導・金融課関係分につい

て御説明します。 
 当課は管理・金融班、農協指導班及び検査班

の三つの班からなり、総数１７名で各種団体に

関する事務を所管しています。 
次に、重点事業ですが農業金融対策事業３億

６，５６７万４千円です。 
 これは、農業近代化資金や特定災害対策緊急

資金をはじめとする農業関係各種制度資金の貸

付に係る利子補給及び農山漁村女性・若者活動

支援資金等の貸付けなどを行うものです。 
畑中地域農業振興課長 資料の２２ページをお

願いします。地域農業振興課関係分について御

説明します。 
 当課は管理予算班、地域農業班、安全農業班、

普及・研究班及び広域普及指導班の五つの班か

らなり、総数３６名でるるパークや有機農業及

び農業技術の改良普及等幅広い分野を所管して

います。 
また、地方機関として農林水産研究指導セン

ターを所管しています。センターはセンター本

部、農業研究部、畜産研究部、林業研究部、水

産研究部などの１０所属で総数２２２名です。 
次に、２５ページをお願いします。 
資料中ほどの重点事業ですが、一番下の（３）

スマート農林水産業技術普及拡大事業３，１７

１万３千円です。 
この事業は、農林水産業における生産性の向

上を図るため、省力化やデータの高度活用に寄

与するスマート技術等の開発・実証及び技術活

用に向けた人材育成を行うものです。 

信貴新規就業・経営体支援課長 資料の２６ペ

ージをお願いします。新規就業・経営体支援課

関係分について御説明します。 
  当課は担い手確保班、就農支援班、経営体育

成班、企業参入支援班の四つの班からなり、総

数１６名で農業分野への企業参入や担い手対策

等の事務を所管しています。地方機関としては、

農業大学校を所管しています。  
 次に、資料２７ページをお願いします。 

資料中ほどの重点事業ですが、下段の農業経

営継承・発展支援事業１，５３５万４千円です。 
  この事業は、経営継承を促進するためコーデ

ィネーターによるプッシュ型の訪問相談の実施、

課題やスケジュール等を整理した計画の作成を

サポートする農業経営塾を開催するものです。 

玉田水田畑地化・集落営農課長 資料の２８ペ

ージをお願いします。水田畑地化・集落営農課

関係分について御説明します。 
 当課は管理・農地班、農地集積班、集落営農

班及び水田活用推進班の四つの班からなり、大

分県農業農村振興公社への業務援助の３名を含

めて総数２３名で農地集積や集落営農、水田畑

地化の推進等の事務を所管しています。 
 次に、重点事業ですが上段の農地中間管理推

進事業４億３，４２１万５千円です。 
 この事業は、担い手への農地集積と集約化に

より農地利用の高度化を図るため、農地の中間

的な受皿である農地中間管理機構の運営を支援

するとともに、地域の農業の在り方や農地利用

の姿を明確化した地域計画を策定する市町村等

を支援するものです。 

田中おおいたブランド推進課長 資料の２９ペ

ージをお願いします。おおいたブランド推進課

関係分について御説明します。 
 当課は管理予算班、国内流通班、海外流通班、

農商工連携班の四つの班からなり、総数２１名

で農林水産物のブランド化や海外輸出、農商工

連携等の事務を所管しています。 
次に、重点事業ですが上段の食品企業連携産

地拡大推進事業３，０２２万５千円です。  
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この事業は、農商工連携による農林水産物の

付加価値向上を図るため、市町や農協が一体と

なった加工・業務用産地育成会議が策定した計

画に基づく、産地と県内外の食品企業が連携し

た取組を支援するものです。 

牛島園芸振興課長 資料の３０ページをお願い

します。園芸振興課関係分について御説明しま

す。 
 当課は園芸企画班、野菜班及び果樹・花き特

用班の三つの班からなり、総数１５名で野菜、

果樹、花き（かき）等の生産及び流通に関する

事務等を所管しています。 

次に、重点事業ですが下段の短期集中県域支

援品目生産拡大推進事業５億６６万２千円です。 
この事業は、県域での加速度的な産地拡大が

見込める短期集中県域支援品目として、ねぎ、

ピーマン、高糖度かんしょ、ベリーツの生産拡

大を図るため農業団体等が行う産地課題の解消

につながる取組に対し、集中的かつ総合的に支

援するものです。 

武石畜産振興課長 資料の３１ページをお願い

します。畜産振興課関係分について御説明しま

す。 
 当課は管理予算班、畜産企画班、流通推進班

及び衛生環境班の四つの班からなり、総数１５

名で畜産経営や流通、家畜防疫に関する事務等

を所管しています。 
また、地方機関として四つの家畜保健衛生所

を所管しています。 
 次に、資料３２ページの下段の重点事業です

が、おおいた和牛流通促進対策事業４，６４３

万３千円です。 
この事業は、おおいた和牛の認知度向上と流

通拡大を図るため、小売店等に対して戦略的な

ＰＲ対策を実施するものです。 

本田畜産技術室長 資料の３３ページをお願い

します。畜産技術室関係分について御説明しま

す。 
 当室は生産振興班及び酪農・飼料班の二つの

班からなり、総数９名で畜産技術の改善等の事

務を所管しています。 
 次に、重点事業ですが肉用牛改良推進事業３，

２８６万円です。 
 この事業は、肉用牛の生産技術向上を図るた

め、産肉能力が優秀な種雄牛の造成や繁殖雌牛

の改良に取り組むとともに、第１３回全国和牛

能力共進会への出品を目指す若手生産者の管理

・出品技術の向上等を支援するものです。 

黒垣農村整備計画課長 資料の３４ページをお

願いします。農村整備計画課関係分について御

説明します。 
 当課は管理予算班、企画調査班、大規模利水

活用推進班、土地改良指導・換地班、農村環境

保全班の五つの班からなり、宮崎県への派遣１

名を含め、総数２４名で土地改良事業の企画調

整等の事務を所管しています。 
地方機関としては、大分県央飛行場管理事務

所を所管しています。 
 次に、資料の３５ページにある重点事業です

が農業農村整備計画調査事業１億１，０４４万

１千円です。 
 この事業は、大規模園芸産地づくりに向けた

基盤整備等を推進するため、農家の意向や農地

集積状況を把握した上で農地再編整備構想を策

定するとともに、事業採択に向けた実施計画書

を作成するものです。 

安東農村基盤整備課長 資料の３６ページをお

願いします。農村基盤整備課関係分について御

説明します。 
 当課は水利整備班、農村総合整備班、防災班

の三つの班からなり、総数１４名で土地改良事

業や農地防災、保全等の事務を所管しています。 
 次に、重点事業ですが上段の水田畑地化推進

基盤整備事業１４億１，６０６万４千円です。 
 この事業は、水田畑地化を加速するため、高

収益園芸品目の栽培に必要な暗渠排水等の基盤

整備を実施するものです。 

高村林務管理課長 資料の３７ページをお願い

します。林務管理課関係分について御説明しま

す。 
 当課は管理予算班、森林・林業企画班、林業

普及指導班、林道班及び林業経営支援班の五つ

の班からなり、宮崎県等への派遣４名を含め総

数２９名で林業行政の企画調整等を所管してい
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ます。 
 次に、資料の３８ページにある重点事業です

が林業新規参入者総合支援事業４，７０７万３

千円です。 
 この事業は林業の担い手を確保・育成するた

め、おおいた林業アカデミーや造林ＯＪＴ研修

への支援に加え、研修生に対し就業準備給付金

を交付するものです。 

神鳥林産振興室長 資料の３９ページをお願い

します。林産振興室関係分について御説明しま

す。 
 当室は木材振興流通対策班及び椎茸振興班の

二つの班からなり、宮崎県からの派遣１名を含

め総数１３名で林産物の生産振興及び流通等の

事務を所管しています。 
 次に重点事業は、しいたけ消費拡大対策事業

３，０４８万８千円です。 
 この事業は、うまみだけを中心とした、しい

たけの消費拡大を図るため、食品展示・商談会

参加による販路拡大と大都市百貨店と連携した

ＰＲ、新商品の開発などに取り組むものです。 

吉松審議監兼森林保全課長 資料の４０ページ

をお願いします。森林保全課関係分について御

説明します。 
 当課は管理予算班、林地保全班及び治山班の

三つの班からなり、総数１４名で保安林や荒廃

林地の復旧等に関する事務を所管しています。 
 次に、重点事業は復旧治山事業や地すべり防

止事業などの一般治山事業１８億８，７０５万

２千円です。 
 これらの事業は、台風や集中豪雨等による山

地災害から県土と県民の生命財産を守るととも

に、森林の維持造成を通じて生活環境の保全や

水資源の涵養を図るもので、日田市鶴河内の鰐

地区など計５４か所で実施することとしていま

す。 

中尾森との共生推進室長 資料の４１ページを

お願いします。森との共生推進室関係分につい

て御説明します。 
 当室は森づくり推進班、森林環境保護班の二

つの班からなり、総数１２名で森づくりや鳥獣

被害対策等の事務を所管しています。 

次に重点事業は、上段のみんなで支える森林

づくり推進事業１，９７８万８千円です。 
この事業は、県民総参加の森林（もり）づく

りを推進するため、大分県森林環境税の管理・

運営や森林に親しむ機会の創出の取組を進める

ものです。 
令和５年度は、昨年開催した第４５回全国育樹

祭のレガシーを継承し、森林を育む豊かな心を

育成するため、次代を担う子どもたちを主体と

した森林・林業教育体験活動イベント森フェス

を開催します。 

長谷部森林整備室長 資料の４２ページをお願

いします。森林整備室関係分について御説明し

ます。 
 当室は造林・間伐班、県営林管理第一班及び

県営林管理第二班の三つの班からなり、総数１

４名で造林や間伐等の事務を所管しています。 
 次に、重点事業は早生樹等苗木増産支援事業

２，９５７万９千円です。 
この事業は、県産材の持続的な供給体制を強

化するため、早生樹等の苗木の増産に向けた採

穂園の整備等を支援するものです。 

大屋漁業管理課長 資料の４３ページをお願い

します。漁業管理課関係分について御説明しま

す。 
 当課は管理予算班、団体流通班、漁業調整班、

漁業取締第一班、漁業取締第二班、漁業取締第

三班の６班からなり、総数３３名で水産物の流

通や漁業取締り等の事務を所管しています。 
 次に、重点事業は下段の県産水産物流通拡大

推進事業１，２７９万６千円です。 
 この事業は、県産水産物の流通拡大を図るた

め、大消費地での販促活動やコロナ禍で増加し

た内食需要を確実に取り込むための取組を支援

するものです。 

髙田全国豊かな海づくり大会推進室長 資料の

４４ページをお願いします。全国豊かな海づく

り大会推進室関係分について御説明します。 
 当室は総務企画班、事業推進班の二つの班か

らなり、総数１４名でその名のとおり全国豊か

な海づくり大会に関する事務を所管しています。 
次に、重点事業は全国豊かな海づくり大会開
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催準備事業５，８７１万１千円です。 
令和６年秋に予定している第４３回全国豊か

な海づくり大会において、ｉｉｃｈｉｋｏグラ

ンシアタや別府港などの各会場における式典行

事や海上歓迎、放流行事の実施に向けた準備を

行います。 
詳細は、後ほど諸般の報告にて御説明します。 

大塚水産振興課長 資料の４５ページをお願い

します。水産振興課関係分について御説明しま

す。 
 当課は振興班、漁場整備班、資源管理班の三

つの班からなり、大分県漁業公社への業務援助

の１名を含めて総数１５名で水産業の振興や水

産資源の保護等の事務を所管しています。 
次に、重点事業は上段の養殖ブリ加工施設整

備事業１５億２，１６０万９千円です。 
これは増加、多様化する加工需要や輸出のた

めの高度衛生基準等へしっかりと対応し、ブリ

類養殖業の経営安定と成長産業化を図るため、

県漁協が行う養殖ブリの産地加工処理施設の整

備に対して支援を行うものです。 

工藤漁港漁村整備課長 資料の４６ページをお

願いします。漁港漁村整備課関係分について御

説明します。 
 当課は管理予算班、企画・防災班、建設・保

全班の三つの班からなり、職員は総数１４名で

漁港に関する事務を所管しています。 
次に、重点事業は漁港施設機能強化事業３億

５，７９８万円です。 
この事業は、異常気象や地震、津波等の災害

に対応するため、岸壁の耐震・耐津波対策の整

備など漁港施設の機能強化を実施するものです。 
阿部委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑等のある委

員はいますか。 

二ノ宮委員 １２ページの⑤に、鳥獣による農

林産物の被害状況は年々被害額が減少している

と出ていますが、数字のマジックか何かよく分

からないですが、現場と言うか農村においては、

イノシシとシカの被害、年々増加しているよう

にあります。単なる農産物の被害額で比較して

いるので、もしかしたら荒廃地やその被害によ

って荒廃する土地は含まれていないと思います

が、どうも毎年これが出てくるたびに何か取り

方がおかしいのじゃないかという気がしていま

す。それを 1点教えてください。 

 それと４２ページの重点事業に早生樹等苗木

増産支援事業があります。今、新聞等で杉花粉

のことで、それに対応する苗木を増やそうと。

もうこれは１０年前ぐらいからやっていると思

いますが効果が出ていないようで、本年度予算

の中で、新たな対応をされているかどうかちょ

っと教えてください。 

 まだいくらでもありますが、一応その辺で。 

中尾森との共生推進室長 資料１２ページの鳥

獣被害額の関係で御指摘いただいた件について

お答えします。 
 委員がおっしゃるように被害額としては年々

減少していますが、県としては予防対策、捕獲

対策、担い手の狩猟者確保対策、それから獣肉

利活用対策の四つの対策を県の鳥獣被害対策本

部会議で全庁挙げて、関係機関一緒になって取

り組んでいます。 
 その成果として徐々にではあるが、被害額が

減ってきている実態かと思います。これは今、

委員がおっしゃるように荒廃地といったものは

確かに含んでいませんが、農地に関しての農林

水産業の被害額は、最近ちょっと減り方が緩や

かですが、確実に減ってきていると思っていま

す。 
 被害額の取り方についてですが、被害額の調

査等にあたっては、やはり一定の精度が担保さ

れる必要があるので、被害状況の調査要領等も

作成して、各振興局、市町村に調査の方法等を

示しています。 
 また、農業共済等が任意加入になったので、

そういうところの要領も改正して、例えば、自

治体とか農業委員会、森林組合と関係機関あた

りからもしっかり調査等を行いながら、適正な

被害額が算出されるよう市町村等に説明、指導

もあわせて行っています。 
 確実な数の把握はなかなか難しいと思います

が、そういった把握を引き続き指導、助言等を

していきながら被害額の算定、それから対策を
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推進していきたいと思っています。 
長谷部森林整備室長 それでは、スギの花粉対

策についてお答えします。 
 まず、盛んに言われている花粉症対策で、林

野庁は発生源対策、主にスギの花粉が出ない対

策を講じていくと今報道されています。特に令

和１５年にはスギの苗木のうち、花粉の少ない

苗木を９０％にしていく目標が示されたところ

です。 
 大分県としては、スギ花粉対策に従前から対

応していて、特に今年の予算の中では、さきほ

ど述べた早生樹等苗木増産支援事業の中で、早

生樹の採穂園と採穂作業等を支援することで１，

４５０万９千円を計上しています。 
 さらに、タマホーム基金で再造林対策をする

際に、花粉の少ないスギ苗木の場合は、タマホ

ームから６００万円ほど寄附をいただいている

ので、その寄附を活用して４％を上乗せする補

助事業を実施しています。 
 この結果、国はスギの苗木生産割合の中で花

粉の少ない苗木はおおむね５割程度と言ってい

ますが、大分県は６７％まで上がっています。

今後もこのような花粉症対策については、苗木

の生産及び造林のかさ上げ等を引き続き実施し

ていきたいと思っています。 
二ノ宮委員 ありがとうございました。鳥獣被

害は数字で減っているから安心するのではなく、

やはりもう少し現場を見て、本当に被害も毎年

拡大していると思います。頭数とか増えている

し、そういうことは特に気を付けてください。 

 もう１点だけいいですか。 

阿部委員長 はい、どうぞ。 

二ノ宮委員 林道のことですが、湯布院から大

分市に抜ける中部林道があります。皆さん御存

じのように工事が途中で止まっていて、今は使

われていませんが、２、３回地元の人に連れら

れて歩きました。 

 今何が問題になっているかというと、林道と

して使われていないが、林道として一部整理さ

れたために側溝ができています。その側溝が庄

内町の長野とか、いろんなところにあり、沢に

集まっている。調べてもらったら分かりますが、

令和２年７月豪雨、それから昨年の台風１４号、

その辺でものすごく被害が出ています。そうい

う関係で、中部林道の今後の見通しとか、どう

いう計画があるのか、ちょっと聞かせてくださ

い。何度も聞かれるので。 

高村林務管理課長 中部林道についてお答えし

ます。 
 まず、開設している部分については、これま

で県が代行で開設していて、事業完了後は市町

村の管理となっています。その点で例えば、災

害とかが起これば、国の予算を要求して災害復

旧事業で対応する。あるいは、通常の管理の中

でも最近、市民環境譲与税も交付されているの

で、そういったものを活用しながらしっかり管

理していただきたいと市町村等には指導してい

ますが、その辺については、引き続き県として

も指導を行いたいと思っています。 
 それから、大変申し訳ありません。開設につ

いて、私がどこまでの開設延長になっているか、

今把握できていないので、改めて回答すること

でいいでしょうか。 
二ノ宮委員 今、庄内町の大津留までできてい

ます。そして、林道を造るときに国道２１０号

の災害時の代替として大分市まで計画があった

のじゃないかと思いますが、もう何十年も大津

留で止まっているので、あそこまででしょうか

という質問。 

 またでいいです。後日聞きます。 

高村林務管理課長 改めて回答させていただき

ます。大変申し訳ありません。（「お願いしま

す」と言う者あり） 
末宗委員 関連で、さっき鳥獣被害を二ノ宮委

員が言っていたけど、僕はよく宇佐市から湯布

院とか耶馬溪とか、あっちの方に行くとき、と

にかく夜通られないぐらい怖いんよ。被害が減

ったとかいうより、もう本当に交通事故がどれ

だけ起きているかとか、そういったものは調べ

ているのかなと思う。 

 イノシシとシカにぶつかった人の話もよく聞

くし、高速道路だと夜はとにかく、そういう危

ない道を通らずに帰ろうと頭で必死に考えなが

ら帰らないといけない。大分市とかに職員がう
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んとおるから自分の生まれたところを忘れてい

るのかなと思うけど、事故がどれだけ起きてい

るのか、その辺を調べているのか。 

中尾森との共生推進室長 今御指摘の野生鳥獣

と事故に関する把握等ですが、大変申し訳あり

ません、把握等できていません。私ども鳥獣被

害という部分では、被害額の調査等をしていま

すが、事故との関係は承知していないので、改

めて確認したいと思います。すみません。 
末宗委員 確認していないと言うけど、これは

今に始まって言っていることじゃないよ。もう

何年も前から言っているよ。あなたたちは議員

の言うことはなかなか聞かないし、私たちが侮

辱されたことを忘れているのも悪いだろうけど、

前から言っているよ。鳥獣被害と事故の件とか。

とにかく夜走るのが怖いんよ。深刻なんよ、結

構。通行止めしてもらいたいぐらいに。いや、

本当、ちょっとそこらあたり深刻なんよ。被害

額がちょっと減ったとか何とかいう次元を越え

ているんよ。シカににらまれてみなよ。もう夜

に車を全く飛ばしきれないよ。夜道にどうぞ走

ってみなさいよ。 

中尾森との共生推進室長 御指摘の点について

は、当方で所管の関係でなかなか把握していな

い状況もあるので、また関係機関と協議して私

どもどういう関わりができるかを改めて確認し

たいと思います。 
末宗委員 関係機関と協議するって、何年も前

から言っているよ。 

元吉委員 １３ページの漁業の新規就業者数で

すが、１５年で９５５人になっていますが、こ

れは毎年就業した人の数でしょうけど、続いて

いるのかどうか。実際、この人数が従事できて

いるのか、あるいは別の職業に代わっているデ

ータはないですか。 

大塚水産振興課長 漁業就業者の定着率につい

ては、定期的に調査を行っていて、３年後の平

均で８５％は定着しているとの数字があります。 
成迫委員 １２ページの鳥獣被害に関する件で、

私も重ねての質問です。先日、乾しいたけの品

評会がありましたが、しいたけ農家から、イノ

シシが乾しいたけを食べて、今年は結構被害が

多かったということで、最近うまみだけの生産

を頑張っているのでどうにかしてほしいとの声

をいただいています。 

 実際に鳥獣被害が現場である中で、例えば、

猟師とか、そういった仕掛けが必要だと思いま

すが、そのあたりが高齢になって少なくなって

いるかどうかの状況を教えていただきたいのと、

あと実際に私が聞いた話の中では、捕獲をして

その後、イノシシの尻尾を切って市に届ければ

報償金をもらえることになっていますが、山か

ら下に持っていくまでの体力がなくて、そのま

まになっていることがあるようです。 

 シカとかであればイノシシが食べてしまうよ

うですが、イノシシは共食いをしないので、そ

のまま山に放置されている。いずれは土に返っ

ていくと思いますが、私はすごくもったいない

と思っていて、これもジビエ料理を佐伯市内で

かなり頑張っているところがあるので、県とし

てそこら辺はどんな戦略で考えているか、聞か

せてください。 

中尾森との共生推進室長 まず、狩猟者の構成

の状況はどうなっているかですが、現在、狩猟

者免許の所持者数は、ここ１０年程度、約５千

名強で推移しています。 

 やはり高齢者が多いので、６０代以上が７０

％という状況にはなっていますが、昨今、若い

方、新規の方にも狩猟者に参入していただきた

いと、例えばスタートアップ研修で免許を取っ

ていない方を対象に狩猟に関心を持っていただ

くセミナーとか、免許を取って１年目から３年

目までの始めたばかりの人を対象にスキルアッ

プをする研修等も行ったりしています。 

 そういう中で、４０代以下の若者が、例えば、

平成２８年は６５０名だったのが、令和３年だ

と９７９名、約６年で１．５倍程度と徐々に参

入しています。被害額を減少していくためには

狩猟者の確保は非常に重要なので、こういった

取組をさらに進めていきながら、特に若者の新

規参入者を確保していきたいと思っています。 

 さきほど申し上げた県の鳥獣被害対策は、予

防対策で柵の設置とか、捕獲対策でシカ、イノ

シシ等を中心とした捕獲、それから、狩猟者確
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保対策、獣肉利活用対策という四つの対策を中

心に進めており、報償金の関係でジビエの利活

用については、そのうちの一つになります。 

 このジビエの利活用については、現在、例え

ば、学校給食へのジビエの導入ということで、

令和３年だと２０１校の小中学校に約４万５千

食を提供して、例えばシシ肉のカレーとか、ミ

ートスパゲッティとか、そういった給食メニュ

ーにジビエを使っていただくことを行ったり、

また、ジビエを新規に取り扱う店舗にジビエの

食材を提供したり、あと、料理人を対象とした

ジビエの試食会と言うか、実演といったものを

行いながら、ジビエの利活用を進めています。 

 せっかく捕獲したものについて、こういった

ジビエの利活用の取組を引き続き進めていきた

いと思っています。 

後藤副委員長 先日も伺ったので、ちょっと気

になった点を。宇都宮審議監の言った作付面積

が１０ヘクタール以上と、経営体で３千万円以

上が増えたのは、多分相関性があってなんでし

ょうけど、その作物、要は戦略品目にされてい

る恐らくピーマンか、そんなのじゃないかなと

思いますが、まずその辺をよかったら教えても

らいたい。 

あと林業の補助の関係ですが、例えば５反も

しくは２千立方メートルを出さないといけない

とか、いろんな条件があると思いますが、ちょ

っとその規模が大きいので、なかなか若手の事

業体が機械投資しにくいという話をされていた

ので、何かそういった話を聞かれたことはない

のか。それが林業経営体の新規参入がなかなか

しにくいところにつながっているのじゃないか

が一つ。 

 それから、あとは内水面の関係ですが、内水

面でも額だとか量は少ないのは分かりますが、

先日、大野川漁業協同組合の若松組合長と話し

ていたら、あそこで出している会報とかを見る

と、大野川漁業協同組合に限らずですが、もの

すごくされている。内水面の関係で、もう少し

こういったところでも説明をされたり、地域の

方や特に大きな河川を持っているところの議員

は、内水面の状況等も知りたいと思うので、ぜ

ひそういった情報を資料に載せたらどうかなと

思いまして、その三つを質問です。 

宇都宮審議監 私から１０ヘクタール以上の農

業者の拡大ですが、やはり主とすれば、水田農

業の農地を集積されている方が非常に多く出て

きています。ハウスの集約型の農業の１０ヘク

タールというのは絶対と言ったら変ですけど、

できるようなものじゃないので、基本的には水

田の方が多いかと思います。 

 あと企業参入で果樹のかぼすだったりの取組

で１０ヘクタールを越える経営体が現在増えて

きています。 

 当然と言っては変ですが、３千万円以上の農

家が増えたのは、やはり規模拡大との正の比例

というところは当然あると思います。 

高村林務管理課長 林業の経営体、事業体とい

うことで質問がありました。年間の素材生産量

が２千立方メートル以上、加えて３名の労働力

があるところは、認定林業事業体と称していて、

現在、県下で８８社ほどあります。 
 この２千立方メートルの経営のシミュレーシ

ョンをしてみると、３名が年間１６８日の労働

で２千立方メートルを生産できることになりま

すが、この経営シミュレーションでは、高性能

林業機械と言われるようなプロセッサーとかハ

ーベスタまでの導入は、やはり費用対効果の面

から、そこまでは必要なく、例えばチェーンソ

ーとグラップル、木を挟んでつかむ程度の運搬

車――フォワーダと言いますが、小さいフォワ

ーダで、そういった経営がやはりモデル的にな

るのではないかと思っています。 
 県では、さらに１万立方メートル以上の素材

生産、また、昨今の再造林があるので、造林を

しっかりやる経営体については、中核林業経営

体と称していて、現在２１社ほどあります。こ

れぐらいの１万立方メートルの経営体になれば、

賃金とかを支払った後の事業利益になりますが

１千万円弱の年間事業利益が生まれるシミュレ

ーションをしています。 
 そういう意味では、やはり経営体についても

規模拡大をしていただき、高性能林業機械の導

入も素材生産に限らず、やはり労働安全といっ
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た面も図られるので、そういったところを推進

と言うか、支援しています。 
大塚水産振興課長 内水面の関係ですが、生産

量、生産額で言うと、令和３年で３００トン余

り、６億円程度です。大分県の水産業全体から

占める割合は小さいですが、背後にいる組合員

とか、放流のときに子どもたちを呼んで川に親

しむ活動をされているとか、そういった裾野の

広い業界と考えています。 
 こういうところでどのように資料を整えるか

は、また事務局の中で検討したいと思います。 
後藤副委員長 宇都宮審議監の話の続きですが、

もともとレモンとか柑橘を進めたんです。これ

は分かりますが、水田の集約化をしたとしても、

例えば、もうかるか否かといったら、そんなに

もうかっていないと思いますが、生産額が当然

上がると思います。もしされるのならば、僕は

もともと言っていますが、水田はきちんと、例

えば飼料作物でもして、いかすべきだと思って

います。せっかく佐藤知事になったので、前回

も話しましたが、やはり水田畑地化も含めて、

そういった経営体が増えて、面積も増えて、生

産額が上がっているんだったら、内容をもっと

知りたいので、水田の活用でその辺を教えてい

ただければ。（「関連で」と言う者あり） 

二ノ宮委員 ６ページの、さっき宇都宮審議監

から説明があった経営体数の増減ですか、これ

は率で出していますが、私が心配しているのは、

０．５から１ヘクタール、それから１から２ヘ

クタールの一番大分県で中心的な農業経営体の

増減率が２９．２と２８．５に減っている。そ

して、１０ヘクタール以上が２２．６に増えて

いますが、平成２７年と令和２年の実数を教え

てください。 

宇都宮審議監 さきほど後藤副委員長から話の

あった水田の活用状況については、水稲だけと

いう話ではなく、そこには麦、大豆、飼料米等

々、やはり国の交付金をいただけるものを絡め

ながら、水田農業をされている方がいるし、そ

ういう方々はやはり５０ヘクタール規模であっ

たりします。 

 あと水田の面積が１０ヘクタール前後ぐらい

の方は野菜と組み合わせたりしている方もいら

っしゃるので、またその辺はしっかり我々も現

地を調べて進めていきたいと思います。 

 それと、二ノ宮委員の経営体の数、実数です

が、上のグラフを御覧いただいて、要は棒グラ

フに実数を入れています。ちょっと今手元に電

卓がありませんが、これをそれぞれ令和２年と

平成２７年で差し引きすれば実数が出るグラフ

の作りになっています。（「分かりました」と

言う者あり） 

末宗委員 一番聞きたいのは、ロシアがウクラ

イナに侵略して小麦やなんかが輸出できないけ

ど、今日本の食料自給率が３８％か３９％ぐら

いか知らないけど、国の農業政策はまずどんな

ふうに持っていっているのか。とりわけ大分県

にどのように影響してきているのか。防衛費だ

ったら４３兆円とかいろいろ金額も出てきてい

るから僕は分かるけど、農業はひとつも影響が

分からない。 

 当然、ウクライナで今戦争しているときにそ

こらあたりが政策として出てきているはずだけ

ど、国や県がどのように今進めているか、教え

ていただけないか。 

宇都宮審議監 国は幅広に取組をしているので、

個々の事業の話をすると多数出てきています。

特に畜産関係の牛の飼料関係の高騰等の対策で、

直接……（「いや、食料自給率は３７％か３８

％か知らないが、それを何ぼに持っていこうと

しているとか、そういう政策とかは出てきてい

ないのか」と言う者あり） 

 今、国は食料・農業・農村基本計画を見直し

ていて、その中で今回のウクライナの関係もあ

って、食料安保を第一に置いて議論が進められ

ています。 

 その中で食料自給率は、昔の計画だったらカ

ロリーベースで４５％に持っていく計画があり

ましたが、今それも国が見直しを図っていると

ころで、多分今年中には国の食料・農業・農村

基本計画のある程度素案的なものが出てくるか

と思うので、その中を見れば今の国の動き、こ

れからどうしていくのかがはっきり出てくるか

と思っています。 
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末宗委員 前が４５％と言うけど、４５％のと

きは戦争をしていなかった。それを踏襲してま

ねるような話じゃ、もう要するに農政には政策

はないとなるからね。具体的に戦争の影響をお

聞きしたけど、要するに審議監の話じゃ、戦争

の影響は全くないという話に近い。これは戦争

だから急ぐわけだ。そんなのらりくらりとした

ような話じゃないので、もう極端に中国とかロ

シアとか北朝鮮がミサイルを撃ってきたら一遍

に変わるわけだ。のんきなもんと言ったらのん

きなもんだけど、しょうがないか。 

佐藤農林水産部長 委員がおっしゃるとおり、

食料安全保障で戦争とかの影響を考えない中で

は、ある程度貿易の中で他国から輸入して全体

的に食料を確保するのが大前提になっての４５

％という話をしていたと思います。戦争があっ

て、その中で小麦が入ってこないとか、飼料で

いくと、配合飼料の分のトウモロコシが入って

こないとか、もう少し国内での自給率を上げて

いく方向で個々の具体策はやっていますが、全

体としては今、国でも議論しているところだと

思います。 

 直近で飼料が高騰する短期的な課題に対して

は、高騰分に対する支援をするとか、自給飼料

を短期的に増やしていこうとかをやっています

が、委員がおっしゃったように長期的にどうい

った計画で持っていくかは、今議論されている

ところだと思います。 

末宗委員 最後に、要するに今までの農業政策

で嗜好品の分野、例えば、園芸とかいろいろな

果樹とかでもたくさんあると思う。ただ、戦争

になると嗜好品じゃなくて、もう本当に食料だ

からね。そういう分野に政策が大胆に変わって

いるのかという意味で僕は戦争と言ったんだけ

ど。 

 だから、例えば食料自給率が３７％か３８％

でも、そういう基本的な食料がありさえすれば、

食料安全保障はもう達成するわけだから、そう

いうのは４５％とか５０％とか７０％とかでも、

要するに国民の生活ができる食料さえあれば一

応は問題ないわけだから、そこあたりの戦略が

どのように変わってきているのかと思って聞い

たけど。 

佐藤農林水産部長 やはり本当に日本が有事の

状況に陥ったときは、恐らく芋を作るとか、要

は嗜好品ではなく、カロリーベースでどこまで

確保できるかの議論にすぐ移ってくると思って

います。（「今、しよらんのか、それは」と言

う者あり）まだそこまでは。 

岡野委員 ３８ページですが、林業新規参入者

総合支援事業で、この中でも森林環境譲与税の

使途に関すること、これから担い手にどうやっ

て使っていくかがある程度決まっているのでし

ょうか。今後どんな形で進めていくのか、教え

ていただきたいと思います。 

高村林務管理課長 林業に関する人材育成とい

うことかと思います。 
 大きく分けて四つのパターンで考えています。 
 まず一つ目は、林業に就業する前に迷ってい

る方々に対しては、それなりのガイダンスと言

うか、林業という就職先があるんだとしっかり

伝える。特に高校生に対しては、林業職の職場

体験とか、そういった事業を中心に行っていま

す。 
 次に、林業に就業する意思を持たれている方

については、ここであげている林業アカデミー

で林業をしっかり学んでいただいて、就業の準

備をしていただく。 
 それから、卒業生に対しては、これはまた別

の事業になりますが、国から緑の雇用の事業等

があり、しっかり現場で作業しながら勉強して

いく制度もあって、それで定着を図る。 
 加えて５年後、１０年後にはフォローアップ

のための研修もあって、こういった四つの段階

に分けて事業を進めています。 
 ここで紹介している林業新規参入者総合支援

事業については、その２段階目で、林業に就業

する方々について支援しています。 
岡野委員 それに森林環境譲与税を使えること

が決まったと言うか、それを使いながらやって

いくことは確定したんですか。 

高村林務管理課長 この事業については、県に

いただいている森林環境譲与税を活用して事業

を構築しています。 
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阿部委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 それでは、委員外議員の方は何か

ありますか、いいですか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 それでは私から１点、二ノ宮委員

ほか、鳥獣害のことで話がありました。イノシ

シの数が減っているところから予算が年々少し

ずつ減らされているようですが、これは実態を

もう少し調査していただきたい。被害額が共済

保険とか、そういった部分から算出していると

思いますが、泣き寝入りをしているとか、申告

していないとかで、実態と被害額とがちょっと

乖離がある気がしています。私も農家ですから、

毎年水稲を植えています。中山間の田んぼです

から、柵をしていただいていますが、柵だけで

はイノシシは柵を曲げて入り、土手を荒らされ

たりします。柵の外に電柵をしないと、電柵し

てもまた入る場合もありますが、感想としては、

本当に減っている感じがしません。 

 それとあと１点、猟友会の人は猟期と猟期外

で値段が違うので、値段が安いときには捕獲し

ないですね。値段がいいときに捕獲して、全く

じゃないかもしれないが、値段がよくないとき

は捕獲しない。イノシシは年に２回か３回産む

らしいので、捕獲しない期間に増える。固体数

のチェック、調査をしているかどうか知りませ

んが、多分していないと思います。各振興局に

被害額だけじゃなくて、個体数などのもう少し

きめ細かい調査をしていただいて、それと課題

になっている猟友会の高齢化、これらをしっか

りやっていただき、鳥獣害対策をしっかりやっ

ていただきたい。この１年間調査していただき

たいと思います。イノシシは減っていないと思

います。これは要望です。何か答弁があればお

願いします。 

中尾森との共生推進室長 イノシシについては、

さきほど委員長がおっしゃったとおり、個体数

の部分について、シカは年１頭出産ですが、イ

ノシシは確か年４、５頭出産ということで、な

かなか個体数管理が難しくなっています。 
 よく言うのは、山の１０頭より里の１頭、里

に降りてきたものを捕獲する、しっかりと守る

対策を中心に据えて進めています。 
 柵の設置についても、やはり常日頃からの見

回りとか、しっかり設置する方法が非常に大事

だということで鳥獣被害対策アドバイザーを毎

年研修会に要請して、より高い柵の効果が出る

ように、そういった工夫もしながら行っていま

す。 
 申したようにイノシシの個体数については、

状況把握がなかなか難しいところがあるので、

そういう中でしっかり守る方法はどうするかと

いう部分で柵と里に降りてきた捕獲の対策を中

心に行っています。 
 山でやはりイノシシが多いのはあるかと思い

ますが、農林水産業を守る観点でしっかりと効

果的に、限られた予算の中で取り組んでいきた

いと思います。 
 ただ、予算額としては、森との共生推進室の

予算の約８億円になっていて、これはここ数年

急激に下がっているものではありません。今年

度もほぼ同じ様な形で予算を付けているので、

引き続き取り組んでいきたいと思っています。 
阿部委員長 いっぱい言いたいことはあります

が、ぜひイノシシ対策、特に中山間地域、お願

いしておきたい。それから、猟友会の育成、保

護をしっかりお願いしておきたいと思います。

（「関連していいですか」と言う者あり） 

後藤副委員長 もうイノシシのことを言うのは

やめようと思いましたが、気になっているのは、

今、土地も構造改善事業をやって、柵なんかも

多分入れるようになっています。ありがたいこ

とですが、前は業者がきちんとやっていた柵も、

今は集落に部材だけ配るとかありますよね。絶

対これ、イノシシ入るなというような柵をして

いるところがあるわけです。そもそも、あれは

地中に埋めて折り返ししないと、多分イノシシ

は掘るから無理なんですよ。高さも全然足りな

いし、例えば、少々の高さがあるから、ここは

柵をしなくていいだろうと入口しかしない人と

か、イノシシもそうですが、シカのジャンプ力

を完全になめていて、あんなものでは絶対やら

れてしまうところがある。せっかく構造改善事
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業なんかをして、きちんとしたいい土地をつく

ったとしても、自分でやらないといけないので、

どんな人が教えるか知りませんが、もう少しき

ちんとした人をアドバイザーにされた方がいい

のではないかなと思います。僕はイノシシとシ

カとサルと戦って、もう２０年以上ずっとこん

なことしかやっていないので、どうせやるなら、

そのアドバイザーは農業もしていて、鳥獣被害

に遭って苦しんでいる人の話を聞いて、柵の設

置まで考えられた方がいいと思います。 

阿部委員長 答弁は要らないので、ぜひしっか

りと対策をお願いします。これは、各振興局に

もう一度そこら辺を話していただき、本当に実

態を調査していただかないと分からないと思い

ますよ。お願いします。 

それでは、これをもって令和５年度の行政組

織及び重点事業等についてを終了します。 

 次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったので、これを許します。 

 まず、①と②の報告をお願いします。 

木許農林水産企画課長 資料の４７ページをお

願いします。 
おおいた農林水産業活力創出プラン２０１５

の目標指標である農林水産業による創出額の令

和３年度実績がまとまったので御報告します。 
この創出額は、農林水産業と農山漁村が生み

出す価値を総合的に捉えたもので、農商工連携

や農山漁村の活性化などの施策効果をトータル

で把握するため、国が公表する農林水産業産出

額に県で調査した食品加工や直売所による付加

価値額、日本型直接支払などの交付金を加えた

本県の独自指標です。 
表の左から２列目の一番上にあるとおり令和

３年度の創出額は２，２６０億円となり、前年

度に比べ１５８億円の増加となりました。また、

３年ぶりに対前年増となりました。 
今回の増加の主な要因についてです。 
産出額における農業においては、コロナ禍に

よる巣ごもり需要の落ち着きにより価格高騰が

収まった園芸品目を中心に産出額が低下したも

のの、増頭が進む畜産分野では、外食需要の回

復に伴う肉用牛価格の上昇等により、農業の産

出額としては２年連続の２０億円の増加となり

ました。 
続いて、林業ではウッドショックで木材価格

が高騰し、木材生産で７１億円、前年比１６０

％の伸び率で増加しており、直近２０年では最

高額を記録し全国３位となりました。 
水産業では外食需要の回復に伴う価格上昇に

加え、海面養殖業において令和３年度の養殖用

ブリ稚魚の不漁に伴うブリ類単価の向上により、

養殖ブリ類で３８億円、前年比１０９％の伸び

率で増加しました。 
そのため、農林水産業産出額全体では農業、

林業、水産業全ての分野において産出額が上昇

し、前年に比べ１２３億円の増加となりました。 
次に、４８ページを御覧ください。 
このたび、農業産出額は２年連続の増加とな

りましたが、大分県農業総合戦略会議で取りま

とめた行動宣言に基づき、農協改革から園芸や

畜産の産地拡大、担い手確保や育成まで着実に

実行に移しています。その主な取組内容につい

て御報告します。 
まず、表の左上の農協改革についてです。生

産者の所得増加と産出額の向上には、農協の本

来業務である営農指導の強化が不可欠であり、

県農協では営農経済センターを中心とした営農

指導員の確保や育成を進めています。 
右上の園芸の生産拡大についてです。おおい

たの顔となる園芸品目の生産拡大では、市場で

のニーズが高く県域での加速度的な産地拡大が

見込める、ねぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、

ベリーツの４品目を短期集中県域支援品目とし

て指定し生産拡大を図り、全てにおいて令和４

年度の生産拡大目標を達成するなど成果も出て

います。産地拡大に対応する形として、先月臼

杵市のピーマン選果場等の協同選果拠点施設を

整備しました。さらに、拠点市場でのシェア拡

大に向け、大分青果センターの機能拡充に向け

た整備が始動しました。 
次に、左下の畜産の生産拡大についてはＪＡ

おおいたによる玖珠町でのキャトルステーショ

ンの整備を開始しました。繁殖農家の和牛子牛

の飼育管理を代行することで、各農家の子牛育
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成にかかる労力が軽減されるだけでなく、牛舎

の空きスペースを活用した繁殖雌牛の増頭が期

待できるとともに、新規就農希望者等の技術習

得の場としても活用していきます。 
最後に、右下の担い手の確保・育成です。生

産部会が主体となった産地担い手ビジョンを活

用した就農相談者とのマッチングの実施や生産

者の高齢化が進む中、重要な課題である経営継

承を促進するため、ハウス等の経営資源情報の

データベース化を進めています。 
引き続き、この戦略会議を利用して関係団体

がベクトルを共有し一丸となって取組を進めま

す。 
また、この戦略会議については常任委員の皆

様とも情報共有をしながら進めますので、よろ

しくお願いします。 

信貴新規就業・経営体支援課長 資料の４９ペ

ージをお願いします。 
令和４年度の新規就業者の状況及び農業分野

への企業参入の実績について御報告します。 
まず、令和４年度の新規就業者数は（１）新

規就業者数の推移の表、合計欄にあるとおり４

６２人となっています。内訳は農業が２８１人、

林業が１０６人、水産業が７５人となっており、

新規就業者数は６年連続で４００人を超えまし

た。 
令和４年度の特徴として（２）自営、雇用の

推移の表にある、農業の自営就農者が１８５人、

水産の自営就業者が５６人とどちらも過去最多

となっています。技術習得から経営開始に至る

まで幅広い支援施策と、産地と関係機関が協力

して伴走支援を行う体制を強化してきたことが

要因であると考えています。 
続いて、５０ページをお願いします。 
農業分野への企業参入の実績について御報告

します。  
令和４年度の参入実績は、表の１参入件数の

令和４の欄にあるとおり県外企業４社、県内企

業１６社の２０社と８年連続して２０社を達成

し、その横の合計欄にあるとおり累計で３５８

社の参入となりました。 
次に、表２の業態別を御覧ください。建設業

や流通卸売・小売業、飲食・サービス業、福祉

関連業から各３社と幅広い業態から参入してい

ます。 
表の３品目別を御覧ください。令和４年度の

特徴は、野菜と果樹等の園芸品目が５割を占め

ており、白ねぎやベリーツなど、県の短期集中

県域支援品目を栽培する企業も多くなっていま

す。大分県の顔となる園芸品目の育成に弾みが

つくものと考えています。 
一番下の４令和４年度参入効果を御覧くださ

い。産出額は約９億１千万円、農業従事者は１

３５人の雇用増、活用農地面積は１１０ヘクタ

ールを見込んでいます。 
なお、これまでの参入企業全体の令和３年度

産出額実績は約１６０億円と、本県の農業産出

額１，２２８億円の１割を超えるまで伸びてお

り、農業従事者は１，８７５人、活用農地面積

は１，１１６ヘクタールとなっています。 

今後も農林水産業への新規就業や農業分野へ

の企業参入を促進し、力強い経営体の確保や育

成に力を入れていきます。 

阿部委員長 以上で、説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。御質疑等のある委

員はいますか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別に御質疑等もないので③と④の

報告をお願いします。 
髙田全国豊かな海づくり大会推進室長 資料の

５１ページをお願いいたします。 
第４３回全国豊かな海づくり大会の開催につ

いて御説明します。 
全国豊かな海づくり大会は、天皇皇后両陛下

が例年御臨席される四大行幸啓行事の一つで、

つくり育てる漁業の推進を通じ、我が国漁業の

振興と発展を図ることを目的として、毎年各都

道府県で開催されているものです。本県では昭

和５６年の第１回大会以来、２度目の開催とな

ります。 
資料の上段１基本方針にあるとおり、水産資
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源の保護と管理の一層の推進など四つの基本方

針に沿って取り組みます。 
その下２大会概要ですが、開催時期は令和６

年１０月中旬から１１月中旬の土日２日間を予

定しています。そして、式典行事を大分市のｉ

ｉｃｈｉｋｏグランシアタ、海上歓迎・放流行

事を別府港第４埠頭で開催します。また、県下

複数箇所において、大会関連行事を予定してい

ます。 
次に、資料下段の３今年度の取組ですが、来

年度の大会成功に向けて機運醸成の取組を進め

ます。（１）１年前プレイベントでは、令和５

年１１月４日に海上歓迎・放流行事の会場とな

る別府港第４埠頭において、リハーサルと一般

参加者向けの機運醸成イベントを開催します。

（２）リレー放流では、子どもたちによる稚魚

の放流をリレー形式でつなぎます。今年度は沿

岸市町村を中心に２０回程度の実施を予定して

います。（３）大会ＰＲ隊では、先月開催され

た日出町の城下かれい祭りをはじめとする地域

イベントに出展し、基本方針に沿って大会の開

催をＰＲしていきます。（４）森・川・海つな

がり実感！プロジェクトでは、小学生を対象に

体験学習プログラムを実施します。 
また、委員の皆様には改めて１年前プレイベ

ントへ御案内しますので御参加をお願します。 
畑中地域農業振興課長 資料の５２ページを御

覧ください。 
るるパークの取組について御説明します。 
まず、資料上段にあるとおり、より一層の親

しみや愛着を持っていただけるように一昨年度

から、自然の中で憩い、遊び、健康になり、学

べる。楽しさ満載の公園のコンセプトに沿って、

来園者の増加と満足度の向上に向けた取組を進

めています。 
その次、令和４年度からの主な取組として、

新たな愛称とロゴマークを公募により決定し、

令和４年４月１日から使用開始しました。新し

い愛称るるパークは、自然の中で憩える、遊べ

るなど、たくさんの「る」がある公園が表現さ

れています。また、ロゴマークでは自然豊かな

公園での楽しい体験によって、訪れた方が笑顔

になるイメージを表現することで、永らく県民

に親しまれる公園になることを目指しています。 
その下、魅力向上の取組では、ネモフィラ、

コキアの花企画や県在住の画家である北村直登

氏の絵画展示を行いました。このような取組の

結果、平成１３年度の開園以来の累計来園者数

が、先日の令和５年４月には６００万人を達成

しました。 
資料下段の主な整備内容を御覧ください。 
昨年度は、主に以下の二つに取り組みました。

一つ目は、側溝のフタの設置等の早急に対応が

必要な要改善箇所の工事です。二つ目は整備計

画の策定です。専門的な知見を有する委託業者

の調査、分析に基づいた整備計画案を参考にし

ながら、今後の整備計画を策定しました。 
資料下段左の今後の整備計画を御覧ください。 

具体的な計画として、赤い点線囲みでは昨今の

アウトドア需要の増加や多様な宿泊ニーズに対

応できるようにと、東ゲート側のクラインガル

テンにコテージを、ピクニック広場にキャンプ

場の増設を計画しています。青枠囲みではより

多くの子ども達が楽しめる遊具の充実を計画し

ています。屋内では、雨天時や酷暑時でも楽し

めるよう、正門ゲート側の花昆虫館内に新たな

遊具の整備を考えており、屋外では安全基準へ

の適合を図りながら、既存の遊具のリニューア

ル工事を計画しています。このほか、路面への

距離表示や植樹による日陰の創出、キャッシュ

レス決済の導入等の整備を行っていくこととし

ており、今後もるるパークのさらなる誘客の促

進及び満足度の向上を図ります。 

阿部委員長 以上で、説明は終わりました。 
 これより質疑に入ります。御質疑等のある委

員はいますか。 

二ノ宮委員 るるパークの取組についてお聞き

します。 
 何年か前だったと思いますが、委員が視察し

て、改善点等を出しました。資料があると思い

ます。そのときに、今、こちらの花昆虫館のと

ころに駐車場がまとまっているし、キャンプ場

のところももちろん止まれるようにしています

が、この出島があるつけ根のところが、ものす
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ごく駐車場から距離が遠いですね。それで用地

を見たら空いているところもあるし、第２駐車

場をあの辺に造ったらどうかという意見を出し

たのを記憶しています。そういうことで、整備

計画の策定が予定されているので、その中でぜ

ひ検討して、高齢者とか障がい者とかが近くま

で車で行ける状況を作ると、また人が増えると

思います。もう答弁はいいです。計画の策定の

中でぜひ検討してください。 
阿部委員長 答弁いいですか。 
二ノ宮委員 もし何かあるのだったら言ってく

ださい。 

畑中地域農業振興課長 御意見ありがとうござ

います。数年前に議会から御意見があった内容

を私自身把握していなかったので、改めて確認

させてください。 
 今、我々が考えている内容は今年度で基本計

画、基本設計の検討に入るので、その中で再度

検討します。 
阿部委員長 お願いします。ほかにありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 委員外議員の方は、質疑等はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 以上で諸般の報告を終わります。 

 この際、何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別にないので、これをもって農林

水産部関係の説明を終わります。 

執行部はお疲れ様でした。委員の皆さんは、

この後協議があるのでお残りください。 
 

  〔農林水産部、委員外議員退室〕 

 

阿部委員長 これより、内部協議を行います。 

 まず、県内所管事務調査について事務局から

説明させます。 

  〔事務局説明〕 

阿部委員長 事務局から説明させましたが、大

きな変更はないようです。この行程で実施した

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 委員の皆様から御意見はありませんか。 

  〔協議〕 

阿部委員長 イノシシ関係の視察は、また別で

検討しましょう。 

それでは、欠席や別行動となる場合は、その

都度早めに事務局に連絡してください。また、

今後調整が必要な場合は、私に御一任いただき

たいと思います。 

 次に、県外所管事務調査について事務局から

説明をお願いします。 

  〔事務局説明〕 

阿部委員長 委員の皆様から御意見はありませ

んか。 

  〔協議〕 

阿部委員長 また県内調査の際に調査先を皆様

に相談して、７月の第２回定例会の委員会で正

式決定したいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 次に、その他ですが事務局から委員会等の一

時預かり金の取扱いについて説明したいとのこ

とです。事務局は説明してください。 

  〔事務局説明〕 

阿部委員長 何か御意見があったら、お願いし

ます。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 それでは、これまで通り取り扱っ

ていくこととし、事務局は随時、私に相談や報

告をしてください。また、年度末に精算する際

は、皆様に説明をして返金するようお願いしま

す。 

 以上で予定されている案件は終了しました。 

 この際、ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

阿部委員長 別にないので、これをもって委員

会を終わります。 

 お疲れ様でした。 

 
 
 
 
 


